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施策名 施策の概要 局　名

（4－1－17）
有料老人ホームの運営
指導及び都民への情報
提供

　有料老人ホームは、介護保険制度導入を契機として、多様な事業主体による参
入が急速に進み、都民の高齢期におけるケア付き住まいの有力な選択肢の一つへ
と成長している。
　都民にとって、有料老人ホーム選びは、物理的・経済的負担を伴う「大きな買
物」であり、様々な情報を適切に活用し、安心して有料老人ホームを選択できる
よう支援することが求められる。
①都民が安心して有料老人ホームを選択できるよう支援するため、有料老人ホー

ムに関する基礎的な知識や各種情報の活用方法、目的に合った有料老人ホーム
選びのポイントなどを分かりやすく解説した小冊子「あんしん　なっとく　有
料老人ホームの選び方」を作成。都民情報ルーム等で無料配布し、併せてホー
ムページ上でデータをPDFファイルで提供する。

②東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、重要事項説明書に東京都有
料老人ホーム設置運営指導指針との適合表の添付を指導し、入居者の福祉を重
視するとともに、適正な事業運営の確保を促進していく。

③相互連携協定を締結した消費者機構日本との定期的な課題検討会等の実施によ
り連携を強化する。

④各ホームの重要事項説明書を都ホームページ上で公開し、施設選びの情報源と
して活用してもらう。

　再掲（3－3－12）

福祉保健局

（4－1－18）
生産情報提供食品事業
者登録制度の促進

　食品に対する安心感や事業者に対する信頼感を高めることを目的として、平成
16年度から開始し、都民が食品を選択する際の一助となるよう、生産情報を積
極的に提供している事業者を登録して、それを都民に広く公表している。
　平成23年度末現在で登録事業者数は4,968事業者となっているが、まだ都民
に本制度が十分に認知されている状況とはいえない。
　今後は、他県との連携強化や農産物直売所への働きかけを強化するなど、本制
度の普及を更に推進していく。
　再掲（3－3－4）

産業労働局

（4－1－19）
生鮮食料品等に関する
情報の提供

　市場の機能や役割、生鮮食料品等についての知識の普及･啓発を図るため、消
費者に対し、下記により情報の提供を行う。
　①インターネットホームページ  ②広報用ビデオの貸出し  ③ファクシミリ情
報サービス　④パンフレット等印刷媒体　⑤消費生活総合情報誌「東京くらし
ねっと」（毎月発行）による旬の食材等の情報の掲載
　近年、「食」に関する消費者の関心が高まっていることから、消費者が必要な
情報を取得し合理的な消費行動を行うことができるよう、今後、情報発信内容の
更なる充実を図っていく。特に、東日本大震災以降の「食の安全」に対する消費
者の不安解消に向けて、生鮮食料品への放射能の影響に関する正確な情報の発信
を引き続き行っていく。
　再掲（3－3－8）

中央卸売市場
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（4-2）消費者教育の推進

施策名 施策の概要 局　名

（4－2－1）
体系的な消費者教育の
推進

　消費者教育推進法に基づき、対象者の年齢や特性などのライフステージに応じ
た体系的な消費者教育のための消費者教育推進計画を策定し、消費者団体、事業
者団体、教育機関等の関連機関との連携により推進する。

生活文化局

（4－2－2）
消費者教育アクションプ
ログラム（仮称）の策定

　消費者教育を効果的に推進していくため、消費者教育推進計画の中で、高齢者
（同居の家族や、周囲で見守る立場の人など）、若者（大学生・新社会人）な
ど、特に重点的に取り組む世代やテーマを設定し、大学や企業とも連携しながら
取り組む。

生活文化局

（4－2－3）
東京都消費者教育推進地
域協議会（仮称）の設置

　消費者教育推進法に基づき、消費者団体、事業者団体、教育関係者など、消費
者教育に関係する構成員で組織し、情報交換や調整などを行う、消費者教育推進
地域協議会を設置する。

生活文化局

（4－2－4）
多重債務問題の未然防止

　平成19年8月に設置した多重債務問題対策協議会において作成した初等中等
教育における金融経済教育用教材のほか、消費生活総合センターにおいて、作成
した啓発用DVDやインターネットを活用した教材、消費生活講座により、社会
人も含めた幅広い教育・啓発活動を推進している。
　今後は、実施した事業の検証を行いながら、より効果的な方法を工夫し、体系
的な消費者教育の一環として正しい金融経済知識を普及することにより、多重債
務問題の未然防止を図る。
　再掲（1－1－3）

生活文化局

（4－2－5）
学校等における消費者
教育の充実

　東京都内における29歳までの若者の相談件数は、相談件数全体の約1割程度
で推移し、中でも、キャッチセールス、アポイントメントセールスに関する相談
件数は、20代が常に高い割合を占めている。また、20代までの若者の多重債
務に関する相談が700件前後寄せられている。とりわけ、社会経験の乏しい若
者を狙った悪質商法や、多額の負債を抱えて困難に直面する多重債務が深刻な社
会問題となっている。
　高校生は、卒業後間もなく成人し、様々な契約の主体となる。それを踏まえ、
高校生の段階から計画的に実践的な消費者教育を推進することにより、消費生活
に関して、自ら進んで必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等、自主的か
つ合理的に行動できる消費者を育成していく必要がある。
　そのため、家庭科・公民科など教科における消費者教育の充実を図り、教科に
おける学習内容を踏まえた教育活動全体における消費者教育を推進していく。

生活文化局・
教育庁

（4－2－6）
多様な主体との連携に
よる消費者教育の展開

　教育機関や消費者団体はもとより、新たに事業者・事業者団体、民間ＡＤＲ機
関、ＮＰＯ、試験研究機関、大学等、多様な主体と連携し、事業者団体等が有す
るノウハウ等を活用して都民向けの消費者教育・啓発を促進するとともに、事業
者等の消費生活問題に関する意識の向上を図り、従業員等に対する効果的な消費
者教育等の支援を実施する。
　再掲（5－3－1）

生活文化局

（4－2－7）
区市町村の消費者教育
推進の支援

　区市町村の消費者講座の開催や教育教材の作成等について、都が持つ消費者教
育の実績やノウハウにより支援を行う。特に、先駆的な取組を行う区市町村に対
する支援を強化し、取組の成果を普及するなどにより、地域における消費者教育
を推進する。さらに、消費者教育推進のための計画策定や地域協議会の立上げへ
の支援も実施する。
　再掲（5－4－1）

生活文化局

（4－2－8）
従業員に対する消費者
教育の促進

　消費者教育推進法に基づき、従業員向け教育を促進するため、経営者向けの啓
発を行うとともに、出前講座・出前寄席の実施、教材や啓発資料の提供などの支
援を行う。また、都は率先して、職員等に対して消費生活に関する知識及び理解
を深めるための研修等を実施する。
　再掲（5－3－2）

生活文化局
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施策名 施策の概要 局　名

（4－2－9）
消費者教育の実施

　自立した主体性のある消費者の育成、支援を図るため、消費生活に関わる各種
講座の開催、消費者教育読本の発行、DVDソフトの作成等を行っている。
　講座の開催においては、一般都民向けの大規模講座やリタイア後の団塊の世代
等に向けた講座、小学校から高校までの教員向け講座、また消費者リーダー養成
を目的とした講座などで、様々な課題、問題を取り上げるだけでなく、受講対象
のターゲットを絞り、その対象に的確な講座内容を提供している。
　今後も更に新たな消費者層に向けた消費者講座の展開など、消費者相談の現況
などを捉え、的確な講座、教材作りを行う。
　また、学校における消費者教育の推進を図るため、どこでも使えるWEB版教
材の充実を図り、作成した教材を使用した消費者教育モデル授業を実施する。
　再掲（4－4－1）

生活文化局

（4－2－10）
協働による消費者教育・
啓発（出前講座・出前
寄席）の実施

　消費者問題解決のための多様な社会ニーズに応えていくには、行政の対応だけ
では限界があり、これを補完する団体等と連携・協働することが重要である。消
費者が合理的な選択・行動をとっていくために有益な情報発信を団体等との協働
により実施することにより、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。
　現在以下の2事業を実施している。
①出前講座（コンシューマー・エイドの派遣）
　消費者問題に関する一定の知識を身につけた人を「東京都消費者啓発員」（コ
ンシューマー・エイド）として養成し、各種団体等が消費者問題についての講座
を実施する際の講師として派遣する。
②出前寄席（ボランティア落語等による消費者啓発）
　消費者に有益な情報を分かりやすく伝え、消費者被害の未然防止を図るため、
悪質商法の手口や実態、その対応策等について、大学の落語研究会及び社会人ボ
ランティアを活用して落語・漫才・コントによる出前寄席を実施する。
　今後も新たな消費者問題を題材に、団体等と協働して事業を実施していく。
　再掲（1－1－13）（5－2－4）

生活文化局

（4－2－11）
商品量目立入検査・指導

　我が国経済の公正性・信頼性を担保する計量法は、消費生活に関連の深い「特定
商品」を販売する事業者に対し、量目（内容量）の正確表記を義務付けている。
　「商品量目立入検査」は、消費者に身近な食料品を中心に、包装商品等の量目
表示について、事業者への定期的な立入検査を実施し監視する。立入検査では、
法令で定められた誤差を超えて内容量が不足した商品を「不適正商品」とし、検
査の結果、「不適正商品」があった場合には、その場で再計量の指示を行った
り、計量に携わる従業員等への教育を徹底するよう指導していく 。
　また、不適正商品数が全検査点数の5％を超えた事業者には、「不適正事業
所」として適宜、再立入検査を含む継続的な指導を実施していく。
　さらに、消費者への啓発と、関連行政機関・事業者等との連携、情報交換を目
的とした「試買審査会」の開催等により、消費生活における適正な量目管理の推
進・強化を図っていく。
　再掲（2－2－5）（3－1－6）

生活文化局

（4－2－12）
計量に関する周知活動
と教育の推進

　消費者利益の確保を目的として、周知と教育の二つの観点から効果的に普及を
進め、消費者自身の計量制度に対する認識の向上を図るものである。
①情報発信
　計量制度全般を取り扱う記念日行事を主催するほか、区市町村等の生活展への
出展、ホームページ、ツイッター、リーフレットでの情報提供等の実施
②消費者教育の推進
　企業の計量管理について直接知ることができる審査会等とそれに付随した計量
制度に関する講習会の開催、計量制度に係る教材等の作成・配布、計量の歴史と
現在の制度を解説するための資料室の公開のほか、児童とその保護者等を対象と
した出前教室と親子教室の実施
　再掲（4－1－7）

生活文化局
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施策名 施策の概要 局　名

（4－2－13）
環境学習の推進

　地球温暖化の要因となる温室効果ガスのうち二酸化炭素（ＣＯ2）は、エネル
ギー消費に伴って発生するものであり、都民一人一人の生活様式や企業活動が地
球温暖化の進行に大きく影響している。　
　地球温暖化問題等の解決に向けて、自ら気付き、考え、行動する次世代の育成
を図るため、都内全ての児童がより充実した環境教育を受けられるよう教職員を
対象に環境教育研修会を実施する。あわせて、小学校を対象に家庭における省エ
ネ行動を学ぶための学習教材を配布する。
　また、社会人向けの環境学習講座を実施し、環境問題への理解を深めるととも
に、社会のあらゆる場面における自主的な環境配慮行動を促進する。

環境局

（4－2－14）
食育推進活動支援のため
の情報提供

　中央卸売市場では、料理講習会や市場まつり等、生鮮食料品流通に関する知識
の普及・啓発のために行う消費者向け事業において、食育を推進している。ま
た、「東京都食育推進計画」に基づき、実施している「いちば食育応援隊」事業
では、生鮮食料品等やその流通に関する知識を有する市場関係者を、食育推進活
動に有用な人材として登録し、その情報を広く都民へ提供し派遣している。
　「いちば食育応援隊」事業は食育を推進する団体により活用され一定の効果が
見られる。今後、より一層派遣の機会を増やすため、当事業の周知を図り、都民
の豊かな食生活の実現に寄与していく。

中央卸売市場

（4－2－15）
消費者教育・環境教育
推進委員会の開催による
消費者教育の推進

　現在、小・中学校においては、児童・生徒に消費者としての当事者意識が持て
るよう計画的に指導を行うことが重要となっている。そのため、区市町村教育委
員会を対象とした消費者教育・環境教育推進委員会を義務教育特別支援教育指導
課事業説明会として年間3回開催する。この推進委員会において、東京都教育委
員会の消費者教育に関わる事業の情報提供や東京都消費生活総合センター等関係
機関との情報交換などを行い、「契約」等消費者としての基礎的知識を習得させ
ることを通して、小・中学校における消費者教育を推進する。

教育庁

（4－2－16）
児童等に対する防火防災
教育

　児童等への防火防災教育を推進していく中で、遊具、建築設備、交通機関や日
常生活用品等に起因して発生した日常生活事故事例を基に、これら事故に対する
児童等の自らの危険予測及び将来にわたる危険回避能力を高めるための教育を実
施する必要がある。そこで、消防職員や消防団員等が学校に出向いて実施する体
系的な防火防災教育を総合防災教育として教育関係機関と連携して推進する。

東京消防庁

（4－2－17）
インターネット、ゲーム
に関する家庭のルール
作り

　インターネットやゲームは、今や生活の一部として完全に定着しているが、イ
ンターネットサイトやゲームの中には青少年の健全な育成に有害なものがあり、
また、それらへの過度ののめり込みは、家庭内でのコミュニケーションや青少年
の健全な発達の妨げとなることが懸念される。このような中、親子の絆を深めつ
つ、インターネットやゲームの悪影響から青少年を守るため、各家庭でのルール
作りの支援策として、保護者等を対象としたグループワーク形式のファミリｅ
ルール講座及び講演会形式の出前講演会を開催している。

青少年・治安
対策本部
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（4-3）消費者の組織的な活動への支援

施策名 施策の概要 局　名

（4－3－1）
適格消費者団体への支援

　消費者被害が増加する中、消費者個人による訴訟が困難であることを受けて、
内閣総理大臣が認定する団体が消費者に代わり訴訟提起できる消費者団体訴訟制
度が平成19年6月に創設された。この制度を担う適格消費者団体が期待される
役割を十分果たすことができるよう、平成19年8月に消費者団体訴訟制度連絡
会を設置し、定期的に情報や意見の交換を行うとともに、必要な相談情報の提
供、都が行う専門研修への団体職員受け入れなどの支援を行っている。
　再掲（1－2－2）（5－2－1）

生活文化局

（4－3－2）
集団的消費者被害回復
に係る訴訟制度を担う
団体との連携

　相当多数の消費者に生じた財産的被害を民事の裁判手続により回復することを
目的とした「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」（国において創設予定）を
実効あるものとするため、その担い手として期待されている特定適格消費者団体
との連携強化策を検討する。
　再掲（1－2－3）（5－2－2）

生活文化局

（4－3－3）
生活協同組合の育成の
ための指導・支援

　生活協同組合は、国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とし
て、　昭和23年に制定された消費生活協同組合法に基づき設立される消費者の
自主的な非営利の組織体である。
　都は、生活協同組合の健全な発展を図るため、消費生活協同組合法に基づく許
認可、検査、指導等を行っている。
　また、消費者の自主的、組織的な活動主体として、社会的にも重要な役割を
担っている生活協同組合の育成を図るため、東京都生活協同組合連合会に対する
事業補助を行い、支援していく。

生活文化局

（4－3－4）
消費者団体等との協働

　消費者問題の解決には、専門的な知識を身につけた消費者団体等との協働が欠
かせない。そこで協働の相手方である消費者団体等の自主的な学習や活動等を支
援するための場の提供を行うとともに、情報発信等の活動が効果的に行われるよ
う協働学習会や情報交流集会を実施している。
　再掲（5－2－3）

生活文化局

（4－3－5）
消費者月間事業における
消費者団体との協働

　消費者月間事業は、消費者団体と東京都による協働事業として、共催で実施し
ている。
　消費者の権利の確立と定着を図り、消費者問題を解決するため、①消費者意識
の啓発、②消費者団体相互の連携強化、③消費者・事業者・行政の協働の推進を
目的として、毎年10月を中心に「交流フェスタ」を始め、各種事業を展開する。
　また、「交流フェスタ」において、環境、安全対策、暮らし、食などについて
の展示発表等による意識啓発を実施する。
　再掲（4－4－2）（5－2－6）

生活文化局
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（4-4）持続可能な社会の実現に向けた支援

施策名 施策の概要 局　名

（4－4－1）
消費者教育の実施

　自立した主体性のある消費者の育成、支援を図るため、消費生活に関わる各種
講座の開催、消費者教育読本の発行、DVDソフトの作成等を行っている。
　講座の開催においては、一般都民向けの大規模講座やリタイア後の団塊の世代
等に向けた講座、小学校から高校までの教員向け講座、また消費者リーダー養成
を目的とした講座などで、様々な課題、問題を取り上げるだけでなく、受講対象
のターゲットを絞り、その対象に的確な講座内容を提供している。
　今後も更に新たな消費者層に向けた消費者講座の展開など、消費者相談の現況
などを捉え、的確な講座、教材作りを行う。
　また、学校における消費者教育の推進を図るため、どこでも使えるWEB版教
材の充実を図り、作成した教材を使用した消費者教育モデル授業を実施する。
　再掲（4－2－9）

生活文化局

（4－4－2）
消費者月間事業における
消費者団体との協働

　消費者月間事業は、消費者団体と東京都による協働事業として、共催で実施し
ている。
　消費者の権利の確立と定着を図り、消費者問題を解決するため、①消費者意識
の啓発、②消費者団体相互の連携強化、③消費者・事業者・行政の協働の推進を
目的として、毎年10月を中心に「交流フェスタ」を始め、各種事業を展開する。
　また、「交流フェスタ」において、環境、安全対策、暮らし、食などについて
の展示発表等による意識啓発を実施する。
　再掲（4－3－5）（5－2－6）

生活文化局

（4－4－3）
家庭の省エネ・節電促進

　家庭における省エネ・節電対策促進のため、民間企業・団体と連携して、家庭
の省エネ診断や省エネ・節電対策のアドバイスを実施する。 環境局

（4－4－4）
太陽エネルギーの普及
拡大

  ソーラー屋根台帳（仮称）の導入や、太陽熱利用促進協議会・「太陽エネル
ギー見本市」等による積極的な普及啓発事業の展開により、太陽エネルギーの利
用拡大に向けたムーブメントづくりを進める。

環境局

（4－4－5）
環境問題に配慮する消費
者行動促進支援事業

　地球温暖化抑制や廃棄物の減量・リサイクルの観点から、環境負荷の小さい製
品やサービスを優先的に選択し、その市場形成を促進させることが重要である。
　都自らもグリーン購入に率先して取り組むと共に、事業者や家庭へのグリーン
購入の普及を積極的に推進しているＮＰＯ団体のグリーン購入ネットワーク（Ｇ
ＰＮ）と協働し、普及啓発や情報提供を通じて持続可能な社会の実現に向けた取
組を行う。

環境局

（4－4－6）
戦略的な広報による地球
温暖化対策等への取組意
欲の醸成

　映像配信など多様なメディアを活用し、情報を発信することにより都民の地球
温暖化対策等への取組意欲を高める。 環境局

（4－4－7）
次世代自動車等の普及

　自動車からのＣＯ2排出量を削減するため、技術開発の動向に合わせて、電気
自動車や燃料電池車などの次世代自動車等の普及を図り、持続可能な環境交通施
策を展開する。

環境局

（4－4－8）
エコドライブ推進のため
の普及啓発

　燃費向上によるＣＯ2の削減に大きな効果があるエコドライブを推進するた
め、これまで、リーフレットを作成し、安全運転講習、イベント等で配布したほ
か、教習所で使用する「学科教本」へのエコドライブの記載等を行っている。
　また、「エコドライブのすすめ」（映像）のホームページ上での配信や区市町
村等への配布を行うなど、エコドライブの普及に向けた取組を推進していく。

環境局

（4－4－9）
環境にやさしい交通施
策の推進

　環境交通実現に向けた都民の行動転換を促進するため、地域や業界の特性に応
じた自動車走行量抑制策を実施するとともに、自転車や公共交通機関の利用促進
策等を検討・展開することで、ＣＯ2の削減を目指した持続可能な自動車交通対
策を行っていく。

環境局

（4－4－10）
都市空間のすき間の緑化

　緑は、都民に潤いや安らぎを与えるだけでなく、都市防災やヒートアイランド
対策などの都市環境の改善、美しい都市景観の創出、生態系の保全への寄与な
ど、その役割は多様かつ重要なものである。
　「壁面緑化ガイドライン」や「駐車場緑化ガイド」、「既存建築物屋上緑化事
例集」等を活用し、都市空間のすき間の緑化を一層促進していく。

環境局
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施策名 施策の概要 局　名

（4－4－11）
緑のムーブメントに関わ
る普及啓発事業

　緑は、都民に潤いや安らぎを与えるだけでなく、都市防災やヒートアイランド
対策などの都市環境の改善、美しい都市景観の創出、生態系の保全への寄与な
ど、その役割は多様かつ重要なものである。
　緑の保全・創出を進めるためには、より多くの都民に緑について知ってもらう
ことが重要であり、各種イベントとのタイアップなど、普及啓発を行っていく。

環境局

（4－4－12）
環境金融プロジェクト

　気候変動を始めとする環境の危機を克服するためには、経済活動の血液とも言
える金融が、企業と個人の環境配慮行動を促進する経済的インセンティブとして
の役割を一層高めていく必要がある。
　金融機関と連携して開発した金融商品を活用するなど、事業者及び都民の環境
配慮の機運を醸成するための取組を実施する。

環境局

（4－4－13）
家庭の創エネ・エネル
ギーマネジメントの促進

　低炭素、快適性、防災力の3つを同時に実現するスマートエネルギー都市を目
指し、家庭でのエネルギー利用の効率化・最適化及びエネルギー創出を推進する
機器の普及を促進する。

環境局

（4－4－14）
建築物環境計画書制度
等の活用

　建築物環境計画書制度や地域におけるエネルギー有効利用計画書制度の活用等
により、建築物の省エネルギー化や未利用エネルギー等の導入拡大を推進する。 環境局

（4－4－15）
3Ｒの普及促進

　循環型社会の形成を進めるため、九都県市で連携し、ごみの発生抑制（リ
デュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）を普及する事業を実
施する。

環境局
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（5-1）消費者の都政への参加・参画

施策名 施策の概要 局　名

（5－1－1）
消費生活調査員調査

　市場ルールの遵守状況の把握や市場監視を都民との協働により実施するため、
消費生活調査員を公募し、調査を行っている。小売店舗等における商品等の表示
及び食品等の計量に係る法律の遵守状況を調査し、その結果を事業者指導等に活
用するとともに、事業行為の適正化を図ることで、都民の消費生活の安定と向上
に努める。調査内容等はホームページに掲載する。
　消費生活調査員制度は平成14年に開始し、調査員500人を目途に選任している。
　調査は、ＪＡＳ法に基づく品質表示調査、景品表示法に基づく表示・広告調
査、計量法に基づく計量調査の3区分で、年間計14回程度実施している。
　なお、災害時には、食品や日用品の品不足等の状況を小売店で調査する「災害
時緊急調査」を実施する。
　再掲（2－2－1）

生活文化局

（5－1－2）
消費生活情報誌「東京
くらしねっと」の発行

　消費生活に関わる様々な問題について、的確な情報を提供し、都民の消費者意
識の高揚を図るとともに、主体的・合理的な消費行動を促進するために、消費生
活に関する総合情報誌「東京くらしねっと」を発行し、都内の公共機関、店舗等
に配置するとともに、個人の希望者にも送付している。あわせて、視覚障害者
への情報提供のため、「東京くらしねっと」ＣＤ版を作成し、配布している。
また、WEB版を作成し、「東京くらしWEB」に掲載している。
　提供する内容は、タイムリーな消費生活関連情報、消費者問題関連図書新刊情
報、商品事故情報（相談、テストから）、消費者関連講座・行事情報、消費者相
談・被害情報等である。
　発行に当たっては、都民の参加を得て編集企画会議で掲載内容を検討するな
ど、消費者問題に関連する幅広い情報を提供する。
　再掲（4－1－5）

生活文化局

政策課題5  消費者団体・事業者団体や区市町村等との連携強化
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（5-2）消費者・消費者団体との連携

施策名 施策の概要 局　名

（5－2－1）
適格消費者団体への支援

　消費者被害が増加する中、消費者個人による訴訟が困難であることを受けて、
内閣総理大臣が認定する団体が消費者に代わり訴訟提起できる消費者団体訴訟制
度が平成19年6月に創設された。この制度を担う適格消費者団体が期待される
役割を十分果たすことができるよう、平成19年8月に消費者団体訴訟制度連絡
会を設置し、定期的に情報や意見の交換を行うとともに、必要な相談情報の提
供、都が行う専門研修への団体職員受け入れなどの支援を行っている。
　再掲（1－2－2）（4－3－1）

生活文化局

（5－2－2）
集団的消費者被害回復
に係る訴訟制度を担う
団体との連携

　相当多数の消費者に生じた財産的被害を民事の裁判手続により回復することを
目的とした「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」（国において創設予定）を
実効あるものとするため、その担い手として期待されている特定適格消費者団体
との連携強化策を検討する。
　再掲（1－2－3）（4－3－2）

生活文化局

（5－2－3）
消費者団体等との協働

　消費者問題の解決には、専門的な知識を身につけた消費者団体等との協働が欠
かせない。そこで協働の相手方である消費者団体等の自主的な学習や活動等を支
援するための場の提供を行うとともに、情報発信等の活動が効果的に行われるよ
う協働学習会や情報交流集会を実施している。
　再掲（4－3－4）

生活文化局

（5－2－4）
協働による消費者教育・
啓発（出前講座・出前
寄席）の実施

　消費者問題解決のための多様な社会ニーズに応えていくには、行政の対応だけ
では限界があり、これを補完する団体等と連携・協働することが重要である。消
費者が合理的な選択・行動をとっていくために有益な情報発信を団体等との協働
により実施することにより、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。
　現在以下の2事業を実施している。
①出前講座（コンシューマー・エイドの派遣）
　消費者問題に関する一定の知識を身につけた人を「東京都消費者啓発員」（コ
ンシューマー・エイド）として養成し、各種団体等が消費者問題についての講座
を実施する際の講師として派遣する。
②出前寄席（ボランティア落語等による消費者啓発）
　消費者に有益な情報を分かりやすく伝え、消費者被害の未然防止を図るため、
悪質商法の手口や実態、その対応策等について、大学の落語研究会及び社会人ボ
ランティアを活用して落語・漫才・コントによる出前寄席を実施する。
　今後も新たな消費者問題を題材に、団体等と協働して事業を実施していく。
　再掲（1－1－13）（4－2－10）

生活文化局

（5－2－5）
学校向け悪質商法被害
防止出前講座の実施

　若者の消費者被害を商法別に見ると、「キャッチセールス」「アポイントメン
トセールス」「マルチ商法」によるものが多く、社会経験が浅く、契約に対する
知識や経験も少ない若者を悪質事業者がターゲットにしていることがうかがえ
る。このような悪質商法の被害を防止するためには、特に、社会に出る前の学
生・生徒に対する消費者教育・啓発が必要である。
　都内の学校へ、消費生活相談の経験を持つ相談員などの講師を派遣する「学校
向け悪質商法被害防止の出前講座」を実施することにより、「集める教育」では
参加の難しい消費者へ学習の機会を提供するとともに、若者に対してきめ細かい
啓発を図ることにより、増加する若者の消費者被害を未然に防止する。
　再掲（1－1－15）

生活文化局

（5－2－6）
消費者月間事業における
消費者団体との協働

　消費者月間事業は、消費者団体と東京都による協働事業として、共催で実施し
ている。
　消費者の権利の確立と定着を図り、消費者問題を解決するため、①消費者意識
の啓発、②消費者団体相互の連携強化、③消費者・事業者・行政の協働の推進を
目的として、毎年10月を中心に「交流フェスタ」を始め、各種事業を展開する。
　また、「交流フェスタ」において、環境、安全対策、暮らし、食などについて
の展示発表等による意識啓発を実施する。
　再掲（4－3－5）（4－4－2）

生活文化局
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施策名 施策の概要 局　名

（5－2－7）
消費者被害救済の充実

（紛争処理の付託）
　消費生活総合センター、区市町村及び一定の要件を満たす消費者団体に寄せら
れた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそ
れのある紛争について、知事の附属機関である「東京都消費者被害救済委員会」
に付託し、あっせんや調停を行うことで、公正かつ速やかな解決を図る。
（処理結果の活用）
　同一又は同種の原因による被害の防止及び救済を促進するため、委員会におけ
る紛争処理の経過と結果を広く都民に周知するとともに、相談機関における紛争
解決に活用する。
　また、関係機関に情報提供し、消費者の普及啓発、事業者の指導等に活用する。
（消費者訴訟の援助）
　委員会に付託した案件が訴訟になった場合、条例が規定する要件を満たすとき
は、委員会の意見を聴いて、当該被害者に対し、訴訟資金の貸付等、訴訟活動に
必要な援助を行う。
（区市町村に対する運営ノウハウの提供）
　区市町村の案件受入れやあっせん手続への参加等を通じて、被害救済委員会等
の設置・運営ノウハウを提供する。
（民間ＡＤＲとの連携）
　相談者が紛争解決機関として民間ＡＤＲを選択した場合に、当該機関へつない
でいくことができる仕組みを検討
　再掲（1－2－4）（5－4－2）

生活文化局

（5-3）事業者団体等との連携

施策名 施策の概要 局　名

（5－3－1）
多様な主体との連携に
よる消費者教育の展開

　教育機関や消費者団体はもとより、新たに事業者・事業者団体、民間ＡＤＲ機
関、ＮＰＯ、試験研究機関、大学等、多様な主体と連携し、事業者団体等が有す
るノウハウ等を活用して都民向けの消費者教育・啓発を促進するとともに、事業
者等の消費生活問題に関する意識の向上を図り、従業員等に対する効果的な消費
者教育等の支援を実施する。
　再掲（4－2－6）

生活文化局

（5－3－2）
従業員に対する消費者
教育の促進

　消費者教育推進法に基づき、従業員向け教育を促進するため、経営者向けの啓
発を行うとともに、出前講座・出前寄席の実施、教材や啓発資料の提供などの支
援を行う。また、都は率先して、職員等に対して消費生活に関する知識及び理解
を深めるための研修等を実施する。
　再掲（4－2－8）

生活文化局
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（5-4）区市町村との連携

施策名 施策の概要 局　名

（5－4－1）
区市町村の消費者教育
推進の支援

　区市町村の消費者講座の開催や教育教材の作成等について、都が持つ消費者教
育の実績やノウハウにより支援を行う。特に、先駆的な取組を行う区市町村に対
する支援を強化し、取組の成果を普及するなどにより、地域における消費者教育
を推進する。さらに、消費者教育推進のための計画策定や地域協議会の立上げへ
の支援も実施する。
　再掲（4－2－7）

生活文化局

（5－4－2）
消費者被害救済の充実

（紛争処理の付託）
　消費生活総合センター、区市町村及び一定の要件を満たす消費者団体に寄せら
れた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそ
れのある紛争について、知事の附属機関である「東京都消費者被害救済委員会」
に付託し、あっせんや調停を行うことで、公正かつ速やかな解決を図る。
（処理結果の活用）
　同一又は同種の原因による被害の防止及び救済を促進するため、委員会におけ
る紛争処理の経過と結果を広く都民に周知するとともに、相談機関における紛争
解決に活用する。
　また、関係機関に情報提供し、消費者の普及啓発、事業者の指導等に活用する。
（消費者訴訟の援助）
　委員会に付託した案件が訴訟になった場合、条例が規定する要件を満たすとき
は、委員会の意見を聴いて、当該被害者に対し、訴訟資金の貸付等、訴訟活動に
必要な援助を行う。
（区市町村に対する運営ノウハウの提供）
　区市町村の案件受入れやあっせん手続への参加等を通じて、被害救済委員会等
の設置・運営ノウハウを提供する。
（民間ＡＤＲとの連携）
　相談者が紛争解決機関として民間ＡＤＲを選択した場合に、当該機関へつない
でいくことができる仕組みを検討
　再掲（1－2－4）（5－2－7）

生活文化局

（5－4－3）
消費生活総合センター
及び多摩消費生活セン
ターの充実

　消費生活総合センターは、昭和44年に設置された「東京都消費者センター」
を再編整備して平成9年4月に発足した。
　区市町村消費生活センターの「センター・オブ・センターズ」として、区市町
村消費生活センター支援の強化を図っているが、その役割を推進するとともに、
消費生活に関する総合的な支援施設として機能を充実させる。

生活文化局

（5－4－4）
区市町村相談窓口の支援
強化

　住民に身近な相談窓口である区市町村の消費生活相談窓口を支援するため、都
の高度専門的機能をいかし、相談マニュアルの作成・提供、専門的知識を有する
弁護士等の消費生活相談アドバイザーによる助言、消費生活相談支援サイトによ
る情報提供などを行っていく。
　また、東京都消費生活総合センターの相談員が、多摩地域の市町村へ出張し、
相談員等に助言等を行うことにより相談業務の支援を強化する。
　再掲（1－2－7）

生活文化局

（5－4－5）
区市町村消費生活行政
への支援

　区市町村の消費生活行政の推進を支援するため、消費生活行政担当職員や相談
員を対象に職務に係る知識や実務能力の向上に資するための研修を行う。また、
都や区市町村の消費生活に関する最新情報を取りまとめた、消費生活行政職員向
け情報誌を発行する等、情報の共有化、円滑な事業展開及び相互連携を図る。

生活文化局
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（5-5）国との連携・働きかけ

施策名 施策の概要 局　名

（5－5－1）
法制度上の問題点に係る
国への働きかけ

　権利の勧誘・販売をめぐる消費者被害が拡大していることから、特定商取引法
の適用除外になっている「権利」について廃止を国に要請する。
　また、国に限定されている景品表示法の事業者に対する措置命令権と合理的根
拠の提出要求権を知事へ委譲すること、消費者安全法の改正により知事に委任さ
れる報告徴収・立入調査の権限の対象範囲の拡大及び勧告・命令権限の委任な
ど、現行法の問題点について、実際に法を運用する現場の視点から、国に改善を
要請する。
　（再掲）（2－1－3）

生活文化局

（5－5－2）
消費者が安心して行政
処分に協力できる仕組
みづくり

　特定商取引法に基づき適正に行政処分を行うためには、実際に被害を受けた消
費者の証言から事実を明らかにすることが必要であるが、行政処分を受けた事業
者が、証言した消費者に対して損害賠償を請求するなど、再度の被害を及ぼす事
態が生じている。
　このため、消費者が事業者からの嫌がらせ等を心配することなく、安心して被
害の内容を行政に説明することができるよう、事業者の迷惑行為から消費者を守
るための仕組みの創設を国に要請する。

生活文化局

（5－5－3）
地方消費生活行政の充
実・強化

　地方消費生活行政を充実・強化して積極的な取組を実施するためには、国によ
る財政支援が重要であるが、現在の国の財政支援は単年度ごとに行われる。その
ため、長期にわたり事業を継続的に実施する場合に支障が生ずる可能性があり、
一時的ではなく、恒久的な財政支援について要請する。

生活文化局
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付 　 属 　 資 　 料
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東京都消費生活条例

平 成 ６ 年 １ ０ 月 ６ 日
東 京 都 条 例 第 １ １ ０ 号
平成２４年３月３０日改正

目次
前文
第１章　総則（第１条－第８条）
第２章　危害の防止（第９条－第14条）
第３章　表示、包装及び計量の適正化（第15条－第20条）
第４章　不適正な事業行為の是正等

第１節　価格に関する不適正な事業行為の是正（第21条－第24条）
第２節　不適正な取引行為の防止（第25条－第27条）

第５章　消費者の被害の救済（第28条－第38条）
第６章　情報の提供の推進（第39条・第40条）
第７章　消費者教育の推進（第41条・第42条）
第８章　消費生活に関する施策の総合的な推進（第43条・第44条）
第９章　東京都消費生活対策審議会（第45条）
第10章　調査、勧告、公表等（第46条－第51条）
第11章　雑則（第52条・第53条）
第12章　罰則（第54条・第55条）
附　則

古来、人は、物を生産し、消費することによって、生存を維持し、生活を営んできた。
しかし、経済社会の進展は、消費生活に便利さや快適さをもたらす一方で、消費者と事業者との

間に情報力、交渉力等の構造的な格差を生み出し、消費者の安全や利益を損なうさまざまな問題を
発生させてきている。とりわけ、大消費地であり経済社会のグローバル化が進展している東京にお
ける消費者問題は、極めて複雑、多様であり、常に変容を続けている。

健康で安全かつ豊かな生活は、都民のすべてが希求するところである。その基盤となる消費生活
に関し、事業者、消費者及び行政は、自ら又は連携して、自由・公正かつ環境への負荷の少ない経
済社会の発展を促進しつつ、消費者の利益の擁護及び増進に努めていくことが強く求められている。

東京都は、消費者と事業者とは本来対等の立場に立つものであるとの視点から、事業活動の適正
化を一層推進するとともに、消費者の自立性を高めるための支援を進めるなど、都民の意見の反映
を図りつつ、総合的な施策の充実に努めるものである。

このため、都民の消費生活における消費者の権利を具体的に掲げ、その確立に向けて、実効性あ
る方策を講ずることを宣明する。この権利は、東京都はもとより都民の不断の努力によって、その
確立を図ることが必要である。

事業者は、事業活動に当たって、消費者の権利を尊重し、消費生活に係る東京都の施策に協力す
る責務を有するものであり、また、消費者は、自らの消費生活において主体的に行動し、その消費
行動が市場に与える影響を自覚して、社会の一員としての役割を果たすことが求められる。

このような認識の下に、健康で安全かつ豊かな生活を子孫に引き継ぐことを目指し、都民の消費
生活の安定と向上のために、この条例を制定する。

第１章　総則
（目　的）
第１条　この条例は、都民の消費生活に関し、東京都（以下「都」という。）が実施する施策につ
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いて必要な事項を定め、都民の自主的な努力と相まって、次に掲げる消費者の権利（以下「消費
者の権利」という。）を確立し、もって都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。
一　消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利
二　消費生活において、商品又はサービスを適切に選択し、適正に使用又は利用をするた　め、

適正な表示を行わせる権利
三　消費生活において、商品又はサービスについて、不当な取引条件を強制されず、不適　正な

取引行為を行わせない権利
四　消費生活において、事業者によって不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済さ　れる

権利
五　消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利
六　消費生活において、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動するため、消費者　教育

を受ける権利
（定　義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。
一　消費者　事業者が供給する商品又はサービスを使用し、又は利用して生活する者をいう。
二　事業者　商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
三　商品　消費者が消費生活を営む上において使用する物をいう。
四　サービス　消費者が消費生活を営む上において使用し、又は利用するもののうち、商品以外

のものをいう。
（都の責務）
第３条　都は、この条例に定める施策を通じて、消費者の権利を確立し、もって都民の消費生活の

安定と向上を図るものとする。
２　都は、都民の参加と協力の下に、この条例に定める施策を実施するよう努めなければならない。
３　都は、消費生活の安定と向上に関する施策（以下「消費生活に関する施策」という。）に、都

民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
４　都は、都民が消費者の権利を確立し、消費生活の安定と向上を図るため自主的に推進する組織及

び調査、研究、学習等の活動に対して、必要な援助及び協力を行うよう努めなければならない。
（特別区及び市町村に対する協力）
第４条　都は、次条第２項に定めるもののほか、特別区及び市町村（以下「区市町村」という。）

が実施する消費生活に関する施策について、必要に応じ、情報の提供、調査の実施、技術的支援
その他の協力を行うものとする。
（国又は他の地方公共団体との相互協力）
第５条　都は、消費生活に関する施策を実施するに当たり、必要に応じ、国又は他の地方公共団体

に対して、情報の提供、調査の実施その他の協力を求めなければならない。
２　都は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について、情報の提供、調査

の実施その他の協力を求められたときは、これに応ずるものとする。
（国に対する措置要求等）
第６条　知事は、前条第１項に定めるもののほか、都民の消費生活の安定と向上を図るため必要が

あると認めるときは、国に対し、意見を述べ、必要な措置をとるよう求めなければならない。
（事業者の責務）
第７条　事業者は、商品又はサービスの供給その他の事業活動を行うに当たり、消費者の権利を侵

してはならない。
２　事業者は、事業活動を行うに当たり、常に法令を守るとともに、都がこの条例に基づき実施す

る施策に協力しなければならない。
３　事業者は、商品又はサービスの供給その他の事業活動を行うに当たり、自主的に、危害の防

止、表示等の事業行為の適正化、事業活動に伴う消費者からの苦情の迅速かつ適切な処理等必要
な措置をとるよう努めなければならない。
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（知事に対する申出）
第８条　都民は、この条例の定めに違反する事業活動により、又はこの条例に定める措置がとられ

ていないため、消費者の権利が侵されている疑いがあるときは、知事に対しその旨を申し出て、
適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

２　知事は、前項の規定による申出があったときは必要な調査を行い、その申出の内容が事実であ
ると認めるときはこの条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

３　知事は、都民の消費生活の安定と向上を図るため必要があると認めるときは、第１項の規定に
よる申出の内容並びにその処理の経過及び結果を明らかにするものとする。

第２章　危害の防止
（安全性に関する調査）
第９条　知事は、必要と認める商品又はサービス（商品の原材料又は事業者がサービスを提供する

ために使用する物を含む。次条において同じ。）について、その安全性につき必要な調査を行う
ものとする。
（危害に関する調査）
第10条　知事は、商品又はサービスが消費者の健康を損ない、又は身体に危害を及ぼす疑いがあ

ると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。 
２　知事は、前項の調査を実施し、なお同項の疑いを解消することができないことにより必要があ

ると認定したときは、当該商品又はサービスを供給する事業者に対し、資料の提出その他の方法
により、当該商品又はサービスが当該危害に関して安全であることの立証をすべきことを求める
ことができる。  

３　知事は、事業者が前項に規定する立証を行わない場合においてその理由がないと認定したと
き、又は当該事業者が行った立証によっては当該危害に関して安全であることを十分に確認する
ことができないと認定したときは、当該事業者に対し、再度立証をすべきことを要求することが
できる。 
（調査に関する情報提供）
第11条　知事は、消費者の健康及び身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、前２

条の規定による調査等の経過及び結果を明らかにするものとする。
（危険な商品又はサービスの排除）
第12条　知事は、商品又はサービスがその欠陥により消費者の健康を損ない、若しくは損なうこ

ととなり、又は身体に危害を発生させ、若しくは発生させることとなると認定したときは、法令
に定める措置をとる場合を除き、当該商品又はサービスを供給する事業者に対し、その製造若し
くは販売又は提供を中止すること、製造又は提供の方法を改善することその他必要な措置をとる
べきことを勧告することができる。
（緊急危害防止措置）
第13条　知事は、商品又はサービスがその欠陥により、消費者の生命又は身体について重大な危害を

発生させ、又は発生させるおそれがある場合において、当該危害を防止するため緊急の必要があ
ると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、直ちに当該商品又はサービスの名称、こ
れを供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を公表しなければならない。

２　前項の規定による公表があったときは、当該商品又はサービスを供給する事業者は、直ちにそ
の製造若しくは販売又は提供の中止等必要な措置をとらなければならない。
（危害防止のための表示）
第14条　知事は、商品の使用又はサ－ビスの利用による消費者の生命又は身体に対する危害の発生

を防止するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品又はサ－ビスごと
に、その危害について具体的内容、防止のための使用又は利用の方法その他の表示すべき事項、表
示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項（以下「危害防止表示事項等」という。）を指定
することができる。

２　事業者は、商品又はサ－ビスを供給するに当たり、前項の規定により指定された危害防止表示
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事項等を守らなければならない。

第３章　表示、包装及び計量の適正化
（表示等の調査）
第15条　知事は、必要と認める商品又はサービスについて、その表示、包装又は計量の実態等に

つき必要な調査を行うものとする。
２　知事は、消費者の商品又はサービスの適切な購入、適正な使用若しくは利用又は消費生活上の

被害の防止のため必要があると認めるときは、前項の規定による調査の経過及び結果を明らかに
するものとする。
（品質等の表示）
第16条　知事は、消費者が商品を購入するに当たりその内容を容易に識別し、かつ、適正に使用

するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品ごとに、その成分、性
能、使用方法、供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法そ
の他表示に際し事業者が守るべき事項（以下「商品表示事項等」という。）を指定することがで
きる。

２　知事は、消費者がサービスを購入するに当たりその内容若しくは取引条件を容易に識別し、か
つ、適正に利用し、又は消費者の被害を防止するため必要があると認めるときは、法令に定めが
ある場合を除き、サービスごとに、その具体的内容、取引条件、提供する事業者の住所及び氏
名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項（以下
「サービス表示事項等」という。）を指定することができる。

３　知事は、商品又はサービスが自動販売機その他これに類似する機械により供給される場合におい
て、消費者がその商品又はサービスの内容及び取引条件を識別するため必要があると認めるとき
は、商品又はサービスごとに、商品表示事項等又はサービス表示事項等を指定することができる。

４　事業者は、商品又はサービスを供給するに当たり、前３項の規定により指定された商品表示事
項等又はサービス表示事項等を守らなければならない。
（品質等の保証表示）
第17条　知事は、必要があると認めるときは、商品又はサービスごとに、その品質、性能等を保

証する旨の表示（以下「保証表示」という。）につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき
事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項（以下「保証表示事項等」という。）
を指定することができる。 

２　事業者は、商品又はサービスについて保証表示を行う場合には、前項の規定により指定された
保証表示事項等を守らなければならない。
（単位価格及び販売価格の表示）
第18条　知事は、消費者が商品を購入するに当たり、これを適切に選択するため必要があると認

めるときは、商品ごとに質量、長さ、面積、体積等の単位当たりの価格を表示する方法及び表示
に当たり使用する単位を指定することができる。

２　商品を消費者に販売する事業者のうち、知事の指定する業種、規模又は態様により事業を行う
者は、商品を販売し、又は販売のために陳列するに当たり、前項の規定により指定された方法及
び単位によりその単位当たりの価格及び販売価格を表示しなければならない。
（適正包装の確保）
第19条　知事は、商品の包装（容器を用いる包装を含む。以下同じ。）について、内容品の保

護、過大な又は過剰な包装の防止等のため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を
除き、販売の際の包装について事業者が守るべき一般的基準を東京都規則（以下「規則」とい
う。）で定めることができる。

２　知事は、前項に定めるもののほか、商品ごとに包装の基準を設定することができる。
３　事業者は、商品を包装するに当たり、第１項の規定により定められた一般的基準及び前項の規

定により設定された基準を守らなければならない。
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（計量の適正化）
第20条　知事は、消費者が事業者との間の取引に際し、計量につき不利益を受けることがないよ

うにするため、法令に定めがある場合を除き、商品又はサービスについて適正な計量の実施を確
保するために必要な施策を講ずるものとする。

第４章　不適正な事業行為の是正等
第１節　価格に関する不適正な事業行為の是正

（価格等の調査）
第21条　知事は、必要と認める生活関連商品等（都民生活との関連性が高い商品、サ－ビスその

他のものをいう。以下同じ。）について、その価格の動向、需給状況、流通の実態等につき必要
な調査を行うものとする。
（特別調査）
第22条　知事は、生活関連商品等の価格について、これが異常に上昇し、又は上昇するおそれがあ

る場合その他の消費者に著しく不利益となるおそれがある場合において、必要があると認めると
きは、当該生活関連商品等を特別の調査を要する生活関連商品等として指定することができる。

２　知事は、前項の規定により指定された生活関連商品等について、価格の上昇の原因、需給の状
況その他必要な事項を速やかに調査しなければならない。
（不適正事業行為の是正勧告）
第23条　知事は、前条第２項の規定による調査の結果、生活関連商品等を供給する事業者が、そ

の円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給を行っていると認定
したときは、当該事業者に対し、これらの行為を是正するため必要な措置をとるよう勧告するこ
とができる。
（調査等に関する情報提供）
第24条　知事は、価格の安定を図り、又は消費者の商品若しくはサービスの適切な選択を確保す

るため必要があると認めるときは、前３条の規定による調査等の経過及び結果を明らかにするも
のとする。

第２節　不適正な取引行為の防止
（不適正な取引行為の禁止）
第25条　知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次のいずれかに該当する行為を、

不適正な取引行為として規則で定めることができる。 
一　消費者を訪問し又は電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供

する機器を利用して広告宣伝等を行うことにより、消費者の意に反して、又は消費者にとって
不適当な契約と認められるにもかかわらず若しくは消費者の判断力不足に乗じることにより、
契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二　法令又はこの条例に定める書面（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含
む。）を消費者に交付する義務、広告における表示義務その他事業者が消費者に情報を提供す
る義務に違反して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

三　消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくはサービスの品質、安全性、内容、取引条
件、取引の仕組み等に関する重要な情報であって、事業者が保有し、若しくは保有し得るもの
を提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実な事項について断定
的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

四　消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、若しくは消費者を心理的
に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を
締結させること。

五　取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契
約を締結させること。
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六　消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、消費者又はその
関係人に契約（契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。）に基づ
く債務の履行を迫り、又は当該債務の履行をさせること。 

七　契約若しくは法律の規定に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適
切な処理をせず、履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、又は継続的取引におい
て、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることな
く履行を中止すること。 

八　消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しく
は契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約
の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにも
かかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延させるこ
と。 

九　商品若しくはサービスを販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者からの
商品又はサービスの購入を条件又は原因として信用の供与をする契約若しくは保証を受託する
契約（以下「与信契約等」という。）について、消費者の利益を不当に害することが明白であ
るにもかかわらず、その締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不当に害する
方法で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせること。

２　事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を
行ってはならない。
（重大不適正取引行為）
第25条の２　知事は、前条第１項に規定する行為における、次のいずれかに該当する行為を重大

不適正取引行為とする。
一　契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるた

め、商品の性能その他契約における重要な事項として規則に定めるものにつき、不実のことを
告げること。

二　契約の締結について勧誘をするに際し、商品の販売価格その他契約における重要な事項とし
て規則に定めるものにつき、故意に事実を告げないこと。

三　契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、消費者を威迫して困
惑させること。

（不適正な取引行為に関する調査）
第26条　知事は、第25条第１項に定める不適正な取引行為が行われている疑いがあると認めると

きは、その取引の仕組み、実態等につき必要な調査を行うものとする。

（不適正な取引行為に関する情報提供）
第27条　知事は、不適正な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認め

るときは、前条の規定による調査の経過及び結果を明らかにするものとする。

第５章　消費者の被害の救済
（被害の救済のための助言、調査等）
第28条　知事は、消費者から事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた旨の申出があっ

たときは、当該被害からの速やかな救済のために必要な助言、仲介によるあっせんその他の措置
を講ずるものとする。

２　知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該被害に係る事業者その他の
関係人に対し、資料の提出、報告又は説明の要求その他必要な調査を行うことができる。
（東京都消費者被害救済委員会）
第29条　前条第１項に規定する申出並びに区市町村及び消費者の利益の擁護を図るための活動を

行う法人その他の団体であって知事が別に定めるものの依頼に係る事件のうち、都民の消費生活
に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、その公正かつ速やかな解決を図
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るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関として、東京都消費者被害救済委員会（以下
「委員会」という。）を置く。

２　委員会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員２８人以内をもって組織する。
一　学識経験を有する者　１６人以内
二　消費者　　　　　　　　６人以内
三　事業者　　　　　　　　６人以内

３　委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨
げない。

４　特別の事項に係る紛争のあっせん、調停等を行うため必要があるときは、委員会に臨時委員を
置くことができる。

５　専門の事項を調査するため必要があるときは、委員会に専門員を置くことができる。
６　委員、臨時委員及び専門員は、非常勤とする。
７　委員会は、部会を設置し、紛争のあっせん、調停等を行わせることができる。
８  委員会は、紛争を解決するため必要があると認めるときは、当事者、関係人等の出席及び資料

の提出の要求その他紛争の解決に必要な調査を行うことができる。
９　第２項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が

定める。
（事件の周知）
第30条　知事は、紛争の解決を委員会に付託したときはその概要を、当該紛争が解決したとき又

は解決の見込みがないと認めるときは審議の経過及び結果を明らかにして、同一又は同種の原因
による被害の防止及び救済を図るものとする。
（消費者訴訟の援助）
第31条　知事は、事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた消費者（以下「被害者」と

いう。）が、事業者を相手に訴訟を提起する場合又は事業者に訴訟を提起された場合で、次に掲
げる要件（都民の消費生活に特に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると知事が認める
ときは、第１号に掲げる要件は除く。）を満たすときは、委員会の意見を聴いて、当該被害者に
対し、当該訴訟に係る経費（以下「訴訟資金」という。）の貸付け、当該訴訟を維持するために
必要な資料の提供その他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
一　当該訴訟に係る経費が被害額を超え、又は超えるおそれがあるため、自ら訴訟により被害の

救済を求めることが困難なこと。
二　同一又は同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生ずるおそれがあること。
三　当該被害に係る紛争の解決が委員会の審議に付されていること。
四　当該被害者が、当該貸付けの申込みの日前３月以上引き続き都内に住所を有すること。
（貸付けの範囲及び額）
第32条　訴訟資金の貸付けの範囲は、当該訴訟の遂行に要する裁判手続費用、弁護士費用その他

訴訟に要する費用及び権利の保全に要する費用並びに強制執行に要する費用（以下「訴訟等の費
用」という。）とし、その額は、規則で定める。
（貸付けの申込み）
第33条　訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申し込ま

なければならない。
（貸付けの決定）
第34条　知事は、前条の規定により申込みを受けたときは、委員会の意見を聴いて、訴訟資金の

貸付けの適否及び範囲を決定するものとする。
（貸付利率及び償還期限）
第35条　前条の規定により決定された訴訟資金の貸付金（以下単に「貸付金」という。）は、無

利子とし、その償還期限は、規則で定めるところによる。
（貸付金の償還）
第36条　訴訟資金の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）は、その償還期限が到来した
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ときは、規則で定めるところにより、速やかに貸付金の全額を償還しなければならない。ただ
し、規則で定める要件に該当するときは、知事は、貸付金の即時償還を命ずることができる。
（返還債務の免除）
第37条　知事は、前条の規定にかかわらず、借受者が訴訟の結果、訴訟等の費用を償うことがで

きないときその他やむを得ない理由により貸付金を償還することができないと認めるときは、貸
付金の返還の債務の全部又は一部の償還を免除することができる。
（違約金）
第38条　第36条に規定する貸付金の償還を怠った者は、その償還すべき金額に対し、償還期限の

翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パ－セントの割合で計算して得た違約金を支払わな
ければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第６章　情報の提供の推進
（情報の提供等）
第39条　知事は、この条例の他の規定に定めるもののほか、都民の消費生活の安定と向上を図る

ため、消費生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提供するものとする。
（試験及び研究の結果の情報の提供）
第40条　知事は、必要と認める商品又はサービスについて試験及び研究を行い、それらの結果を

明らかにするものとする。

第７章　消費者教育の推進
（消費者教育の推進）
第41条　都は、消費者が消費生活を営む上で、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動

し、並びにその行動が経済社会及び環境に及ぼす影響についての理解を深めるため、消費者に対
する教育に係る施策を推進するものとする。
（学習条件の整備）
第42条　都は、消費生活に関する消費者の自主的な学習の支援のために必要な条件の整備を行う

ものとする。

第８章　消費生活に関する施策の総合的な推進
（基本計画の策定）
第43条　知事は、消費生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画

（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 
２　基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一　消費生活に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、消費生活に関する施策を推進するために重要な事項

３　知事は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを明らかにするものとする。
（総合的調整）
第44条　都は、都の消費生活に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な

措置を講ずるものとする。

第９章　東京都消費生活対策審議会
（東京都消費生活対策審議会）
第45条　都民の消費生活の安定と向上に関する基本的事項を調査審議させるため、知事の附属機

関として、東京都消費生活対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。
２　知事は、次に掲げる場合には、審議会に諮問しなければならない。

一　第10条第２項の規定による認定をしようとするとき。 
二　第14条第１項、第16条第１項から第３項まで又は第17条第１項の規定による指定を行う商品

若しくはサービスを選定し、又はその解除をしようとするとき。
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三　第18条第１項の規定による指定を行う商品を選定し、若しくはその解除をしようとするとき
又は同条第２項の規定による指定をし、若しくはその変更若しくは解除をしようとするとき。

四　第19条第１項、第25条第１項又は第25条の２の規定による規則の制定をし、又はその改正を
しようとするとき。

五　第19条第２項の規定による基準の設定を行う商品を選定し、又はその解除をしようとすると
き。

六　基本計画の策定又は変更をしようとするとき。
３　審議会は、第１項に規定する基本的事項に関し、知事に意見を述べることができる。
４　審議会は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する委員30人

以内をもって組織する。
５　委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。
６　特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
７　専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門員を置くことができる。
８　委員、臨時委員及び専門員は、非常勤とする。
９　審議会は、専門の事項を審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
10　審議会は、所掌事項の審議に際し、必要に応じ都民の意見を聴くことができる。
11  第４項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が

定める。

第10章　調査、勧告、公表等
（立入調査等）
第46条　知事は、第10条、第12条から第14条まで、第16条から第19条まで、第22条、第26条及び第

51条第１項の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、その職員をして、
事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入って、帳簿、書類、設備その他の物
件を調査させ、若しくは関係人に質問させ、又は第10条に定める調査及び認定並びに第12条に定
める認定を行うため、必要最小限度の数量の商品又は当該事業者がサービスを提供するために使
用する物若しくは当該サービスに関する資料（以下「商品等」という。）の提出を求めることが
できる。

２　知事は、事業者又はその関係人が前項の規定による報告、商品等の提出若しくは立入調査を拒
み、又は質問に対し答弁しなかったときは、事業者に対し、書面により、報告若しくは商品等の
提出を要求し、又は立入調査若しくは質問に応ずべきことを要求することができる。 

３　前項の書面には、要求に応じない場合においては、当該事業者の氏名又は名称その他必要な事
項を公表する旨及び報告、商品等の提出、立入調査又は質問を必要とする理由を付さなければな
らない。

４　第１項及び第２項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係人に提示しなければならない。 

５　都は、第１項及び第２項の規定により事業者から商品等を提出させたときは、正当な補償を行
うものとする。

６　第１項又は第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない。
（告示）
第47条　知事は、第14条第１項、第16条第１項から第３項まで、第17条第１項、第18条第１項若し

くは第２項若しくは第22条第１項の規定による指定をし、若しくはその変更若しくは解除をした
とき、又は第19条第２項の規定による基準の設定をし、若しくはその変更若しくは廃止をしたと
きは、その旨を告示しなければならない。
（指導及び勧告）
第48条　知事は、第14条第２項、第16条第４項、第17条第２項、第18条第２項、第19条第３項又は
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第25条第２項の規定に違反をしている事業者があるときは、その者に対し、当該違反をしている
事項を是正するよう指導し、及び勧告することができる。
（意見陳述の機会の付与）
第49条　知事は、第10条第３項の規定による要求又は第23条若しくは前条の規定による勧告をしよ

うとするときは、当該要求又は勧告に係る事業者に対し、当該事案について意見を述べ、証拠を
提示する機会を与えなければならない。
（公表）
第50条　知事は、事業者が第10条第３項若しくは第46条第２項の規定による要求又は第12条、第23

条若しくは第48条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表するものとする。
（禁止命令）
第51条　知事は、消費者被害の拡大防止のため特に必要があるものとして別表に定める取引につ

いて、次の各号のいずれかに該当するときは、法律に定めがある場合を除き、その事業者に対
し、１年以内の期間を限り、契約の締結について勧誘すること又は契約を締結することを禁止す
ることを命ずることができる。
一　前条の規定による公表をされた後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらず、第25条の２の重大不適正取引行為をしたとき。
二　第25条の２の重大不適正取引行為をした場合において、消費者の利益が著しく害されるおそ

れがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認めるとき。
２　知事は、第25条の２第１号の重要な事項として規則で定めるもののうち規則で定めるものにつ

き不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者
に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める
ことができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、前項の規定の適
用については、当該事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみ
なす。

３　知事は、第１項の規定による命令をしたときは、その旨を公表するものとする。

第11章　雑則
（適用除外）
第52条　第２章の規定は、薬事法（昭和35年法律第145号）第２条第１項に規定する医薬品につい

ては、適用しない。
２　第２章から第５章までの規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

一　医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為
二　商品、サ－ビス及び生活関連商品等の価格で、法令に基づいて規制されているもの

３　第６章の規定は、前項第１号に掲げる行為については、適用しない。
（委任）
第53条　この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第12章　罰則
（過料）
第54条　第51条第１項の規定による知事の命令に違反した者は、５万円以下の過料に処する。
第55条　第51条第１項の規定の施行に必要な第46条第２項の規定による立入調査若しくは質問を拒

み、妨げ、又は忌避した者は、３万円以下の過料に処する。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成７年１月１日から施行する。
（東京都消費生活対策審議会条例等の廃止）
２　次に掲げる条例は、廃止する。
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一　東京都消費生活対策審議会条例（昭和36年東京都条例第86号）
二　東京都消費者被害救済委員会条例（昭和50年東京都条例第103号）
三　東京都消費者訴訟資金貸付条例（昭和50年東京都条例第104号）
（経過措置）
３　この条例による改正前の東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費

者被害救済に関する条例（以下「旧条例」という。）第29条の規定による東京都消費者被害救済
委員会及び前項の規定による廃止前の東京都消費生活対策審議会条例第１条の規定による東京都
消費生活対策審議会は、それぞれこの条例の規定による東京都消費者被害救済委員会及び東京都
消費生活対策審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

４　この条例の施行の際、現に旧条例第７条第１項の規定によりされている申出は、第８条第１項
に規定する申出とみなす。

５　前項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例又は附則第２項の規定による廃止前の
東京都消費生活対策審議会条例、東京都消費者被害救済委員会条例若しくは東京都消費者訴訟資
金貸付条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定が
あるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附　則
この条例は、平成14年７月１日から施行する。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成19年７月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例による改正後の東京都消費生活条例第25条第２項、第25条の２、第46条、第50条及び

第51条の規定は、この条例の施行後にした行為について適用し、この条例の施行前にした行為に
ついては、なお従前の例による。

３　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則
（施行期日）

この条例は、平成24年４月１日から施行する。

別表（第51条関係）
一　消費者の住居においてサービス提供契約の申込みをし、又はサービス提供契約を締結するこ

とを請求した者に対して行う特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号。以下「法」とい
う。）第２条第１項に規定する訪問販売（以下単に「訪問販売」という。）であって、次に掲
げるサービスに関して契約締結前にサービスの提供を行うことにより、消費者が契約締結を断
ることが困難な状況を作り出す取引
（一）衛生設備用品の修繕又は改良
（二）物品の回収

二　訪問販売及び法第２条第３項に規定する電話勧誘販売による土地の広告に係る取引
三　訪問販売による調味料に係る取引
四　雑誌、テレビ等に出演するために必要な技芸又は知識の教授に関する２月以上の継続的な役

務提供に係る取引








